
江
戸
時
代
の
武
士
に
お
け
る
家
督
は
長
男
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
長
男
に
よ
る
継
承
が
実
現
し

な
か
っ
た
場
合
が
あ
る
。
日
本
の
武
士
に
お
い
て
は
、
継
承
順
位
を
逸
脱
し
て
継
承
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
長
男
が
早
世
し
た
場
合

は
二
男
が
、
二
男
が
既
に
他
家
に
養
子
に
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
三
男
が
、
と
い
う
よ
う
に
子
の
間
の
順
位
は
尊
重
さ
れ
る
。
家
督
を
継
承

す
べ
き
男
子
を
欠
く
場
合
に
は
、
弟
、
婿
養
子
、
同
族
か
ら
の
養
子
、
異
姓
の
養
子
な
ど
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
が

選
択
さ
れ
る
か
は
、
地
方
文
化
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
長
男
以
外
に
よ
る
家
督
の
継
承
は
、
長
男
相
続
制
度
の
補
完
的
な
様
相
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
。
こ
の
補
完
部
分
が
か
な
り
大
き
い
こ
と
が
、
日
本
の
「
家
」
制
度
下
に
お
け
る
相
続
の
特
色
と
い
え
る
。

家
督
の
単
独
継
承
を
原
則
と
す
る
武
士
の
間
で
は
、
子
の
数
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
く
、
加
え
て
、
当
時
の
日
本
の
死
亡
率
は
か
な
り
高
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
補
完
的
措
置
は
、
男
子
数
や
死
亡
傾
向
の
如
何
に
よ
っ
て
そ
の
発
動
の
頻
度
を
規
定
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
人
口
学
的
要
因
と
家
系
継
承
と
の
関
係
を
、
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
会
津
藩
藩
士
に
お
け
る
家
系
の
継
承
に
着

論
説近

世
に
お
け
る
家
系
継
承
と
人
口
学
的
要
因

一
は
じ
め
に

１
１
人
云
津
藩
藩
士
の
場
合
Ｉ

坪
内
玲
子
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盛
岡
南
部
藩
や
秋
田
佐
竹
藩
と
の
間
で
、
あ
る
程
度
の
比
較
対
照
が
で
き
る
よ
う
に
、
前
例
に
倣
っ
て
上
述
の
系
譜
か
ら
原
則
と
し
て
以
下

の
条
件
に
適
合
し
た
家
督
継
承
者
を
取
り
出
し
た
。
（
１
）
当
代
に
お
け
る
分
家
で
は
な
い
こ
と
、
（
２
）
先
代
家
督
者
に
対
す
る
続
柄
が
判
明

す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
盛
岡
南
部
藩
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
（
３
）
家
督
継
承
の
年
次
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
（
４
）
家
督
期

間
が
明
ら
か
な
こ
と
を
条
件
に
し
て
い
る
が
、
会
津
藩
の
家
譜
資
料
に
お
い
て
は
、
家
督
継
承
の
年
次
が
明
ら
か
で
は
な
い
場
合
が
多
い
の
で
、

（
４
）

秋
田
佐
竹
藩
の
場
合
と
同
様
に
、
先
代
の
死
亡
年
次
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
う
一
つ
の
基
準
に
し
た
。
取
り
出
さ
れ
た
家
督
継
承
ケ
ー

ス
数
を
先
代
の
死
亡
年
に
し
た
が
っ
て
一
○
年
ず
つ
ま
と
め
て
示
す
と
表
１
の
よ
う
に
な
る
。
ケ
ー
ス
の
分
布
は
一
七
世
紀
の
初
め
か
ら
一
九

世
紀
の
初
め
に
及
ぶ
が
、
も
っ
と
も
多
い
の
は
一
七
五
一
’
一
七
六
○
年
の
二
三
九
件
で
、
そ
の
前
後
に
や
や
非
対
照
的
に
分
布
し
て
い
る
。

会
津
藩
藩
士
の
家
系
の
継
承
に
関
し
て
は
、
会
津
若
松
市
立
図
書
館
に
コ
ピ
ー
製
本
の
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
同
藩
藩
士
の
家
譜
三
六
○
巻

（
１
）

（
う
ち
一
九
巻
は
欠
冊
）
を
利
用
し
て
分
析
を
行
な
っ
た
。
会
津
藩
藩
士
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
そ
の
家
譜
か
ら
石
高
の
記
載
を
見
出
だ
す
こ

（
２
）

と
が
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
分
析
の
焦
点
を
、
ま
ず
、
階
層
別
状
況
に
当
て
る
こ
と
に
す
る
。
既
に
分
析
し
た
秋
田
佐
竹
藩
の
場
合
と
同

様
、
会
津
藩
か
ら
は
相
当
多
く
の
ケ
ー
ス
数
が
得
ら
れ
る
の
で
、
時
間
的
な
経
過
も
か
な
り
き
め
細
か
く
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

（
３
）

東
北
地
方
に
つ
い
て
は
、
秋
田
佐
竹
藩
の
外
に
、
盛
岡
南
部
藩
を
取
り
上
げ
て
、
別
の
側
面
を
含
む
観
察
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
会
津
藩
を

加
え
た
形
で
、
総
合
的
な
判
断
へ
と
向
か
っ
て
進
む
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
最
初
の
分
析
対
象
と
し
た
盛
岡
南
部
藩
に
つ
い

て
は
、
分
析
の
試
行
的
な
性
格
と
、
手
集
計
に
よ
る
再
分
析
の
面
倒
さ
の
た
め
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
利
用
で
き
る
比
較
資
料
が
限
ら
れ
て
い
る
。

目
し
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

｜
｜
資
料
分
析

（
｜
）
分
析
可
能
ケ
ー
ス
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紀
前
半
に
五
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
り
、
一
八
世
紀
後

報
匪

者承継督家たみに別係関のと代先２表

部
藩
五
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
佐
竹
藩
五
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。

会
津
藩
に
お
け
る
割
合
が
い
ち
ば
ん
高
い
も
の
の
、
最
下
位
と
の
差
は
一
・
九
ポ
イ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
実
子
に
よ
る
継
承
に
つ
い

会津藩

17世紀18世紀

佐竹藩

17世紀18世紀

52．9％

62．8

17．2

11．1

3．5

1．0

／
０

０
〆
グ

２
６
３
８
０
６

①
●
●
●
●
●

４
８
８
９
１
０

６
７

54．8％

69．4

10．9

12．9

2．4

0．7

65．3％

73．9

11．9

7．9

2．5

0．5

表1 事例の分布

先代死亡年

-1630

1631-1640

1641-1650

1651-1660

1661-1670

1671－1680

1681－1690

1691-1700

1701－1710

1711－1720

1721-1730

1731-1740

1741-1750

1751-1760

1761-1770

1771-1780

1781-1790

1791-1800

継承件数

7

15

46

71

96

123

134

131

180

187

200

218

232

239

236

227

186

113

84

32

4

2761

'801-1810

1811-1820

1821-1830

計

三
）
家
督
継
承
者
の
先
代
家
督
者
と
の
関
係

家
督
継
承
者
の
先
代
家
督
者
に
対
す
る
関
係
を
一
七
世

紀
と
一
八
世
紀
前
半
お
よ
び
後
半
に
分
け
て
示
す
と
表
２

の
よ
う
に
な
る
。
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
長
男
に
よ
る
継

承
が
六
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
が
、
一
八
世
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表4先代の男子数
会
津
藩
に
お
け
る
婿
養
子
の
割
合
は
、
一
七
世
紀
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
八
世
紀
一
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
養
子
の
割
合
を
上
回
っ
て

い
る
。
婿
養
子
が
女
性
の
実
子
を
介
し
た
相
続
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
会
津
藩
で
は
実
子
を
中
心
と
す
る
相
続
が
さ
ら
に
多
い
こ
と
に

な
る
。
佐
竹
藩
に
お
い
て
は
、
一
七
世
紀
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
八
世
紀
前
半
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
い
ず
れ
も
養
子
の
割
合
を
下
回
っ

て
い
る
。
南
部
藩
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
養
子
よ
り
多

半
ｊ
半
ｊ

雛
川
兜

雛
川
師
皿
い
が
、
他
藩
に
比
べ
る
と
も
っ
と
も
少
な
い
・
南
部
藩
で
は
そ
の
代
わ
り
に
、
弟
に
よ
る
相
続
（
一
七

世
Ⅱ
１

世
皿
３
Ｌ
世
紀
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
八
世
紀
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
甥
に
よ
る
相
続
（
一
七
世
紀
一
・
三
パ
ー
セ

８
Ⅸ
８
０

１
１

１
１

ン
ト
、
一
八
世
紀
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
な
ど
が
目
立
ち
、
同
族
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
見
出
だ

謡
榊
Ⅲ
烟
Ⅷ
榊
川
叫
拓
さ
れ
て
い
る
。

て
は
、
た
と
え
ば
一
八
世
紀
に
お
い

八
パ
ー
セ
ン
ト
、
南
部
藩
で
は
七
・

ン
卜
を
加
え
て
、
六
九
・
四
パ
ー
わ

養
子
に
よ
る
継
承
は
、
会
津
藩
《

れ
一
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
七
・

パ
ー
セ
ン
ト
で
も
っ
と
も
少
な
い
。

た
と
え
ば
一
八
世
紀
に
お
い

17世紀

623 (100)

2．04

18世紀前半

1017 (100)

1．82

て
、
佐
竹
藩
で
は
二
男
以
下
に
よ
る
継
承
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
て
、
実
子
に
よ
る
継
承
が
六
二
・

セ
ン
ト
、
南
部
藩
で
は
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
て
六
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
の
に
対
し
て
、
会
津
藩
で
は
一
四
・
六
パ
ー
セ

加
え
て
、
六
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
最
下
位
と
の
差
は
七
・
五
ポ
イ
ン
ト
に
広
が
り
、
も
っ
と
も
高
い
割
合
が
観
察
さ
れ
る
。

に
よ
る
継
承
は
、
会
津
藩
で
は
、
一
七
世
紀
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
八
世
紀
一
○
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
佐
竹
藩
で
は
そ
れ
ぞ

・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
も
っ
と
も
多
く
、
南
部
藩
で
は
、
一
七
世
紀
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
八
世
紀
七
・
九

男子数

平均

表5 先代の子の数

17世紀

623 (100)

3．50

1．405

18世紀前半

1017 (100)

3．34

1．195

子の数

平均

性比

（
三
）
先
代
の
子
の
数

会
津
藩
に
お
け
る
継
承
は
、
比
較
的
多
い
男
子
数
お
よ
び
子
の
数
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い

る
。
先
代
の
男
子
数
を
一
七
世
紀
、
一
八
世
紀
前
半
、
一
八
世
紀
後
半
に
つ
い
て
示
す
と
表
４
の
よ

う
に
な
る
。
男
子
を
欠
く
者
の
割
合
は
、
一
七
世
紀
に
は
一
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
一

八
世
紀
前
半
に
は
一
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
一
八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
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表6 東北三藩における子の数（摘要）

（
四
）
石
高
別
観
察

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
会
津
藩
の
資
料
の
特
性
は
石
高
別
の
観
察
を
可
能
に
す
る
。
表
７
は
一
七
・
一
八
世
紀
の
合
計
値
に
つ
い
て
、
一
○

○
○
石
以
上
、
二
○
○
’
九
九
九
石
、
一
○
○
’
一
九
九
石
、
一
○
○
石
未
満
の
四
つ
の
階
層
に
お
け
る
家
督
継
承
者
を
先
代
と
の
関
係
別
に

示
す
。
長
男
に
よ
る
継
承
の
割
合
は
、
二
○
○
’
九
九
九
石
と
一
○
○
’
一
九
九
石
と
の
順
位
が
や
や
あ
い
ま
い
に
な
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
を

南部藩

17世紀18世紀

15.9%24.6%

1.65人 1.58人

佐竹藩

17世紀18世紀

会津藩

17世紀18世紀
継承者

26.3％

15.1%

1.55人

2.78人

1．26

％
％
人
人

へ
』
４
．
Ｒ
）
〈
Ｕ
（
ｂ

，
。
（
ろ
Ｆ
Ｄ
勺
１

一
Ｊ
（
も
・
・
。

’
１
３
１

％
％
人
人

７
９
４
９
８

．
・
５
５
４

９
１
。
。
。

’
１
１
２
１

男子欠如

子の欠如

平均男子数

平均子数

性比

％
％
人
人

３
４
４
０
１

。
・
０
５
４

４
７
。
。
。

’

２
３
１

表7 先代との関係別にみた家督継承者17･ 18世紀石高別

100石未満

380 (53.l)

l()2 (14.3)

108 (15.1)

99 (13.8)

26 （ 3.7）

715 (100)

100-199石

505 (57.6)

113 (12.9)

80 ( 9.1)

123 (14.l)

55 （ 6.3）

876 (100)

200-999石

491 (56.8)

146 (16.9)

70 ( 8.l)

87 (10.1)

先代との関係 10()0石以上

41 (69.5)

8 (13.6)

3 ( 5.1)

2 （ 3.4）

5 （ 8.4）

59 (100)

長男

二男以下

養子

婿養子

その他 70 (8.1)

864 (100)計

な
っ
て
い
る
。
既
に
示
し
た
長
男
相
続
の
割
合
、
あ
る
い
は
実
子
に
よ
る
相

続
の
変
化
は
、
こ
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
。
女
子
を
加
え
て
先
代
の
子
の

数
を
示
す
と
表
５
の
よ
う
に
な
る
。
子
が
な
い
場
合
の
割
合
は
、
一
七
世
紀

七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
八
世
紀
の
前
半
と
後
半
で
は
そ
れ
ぞ
れ
八
・
四
パ
ー

セ
ン
ト
、
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

佐
竹
藩
お
よ
び
南
部
藩
に
つ
い
て
、
男
子
を
欠
く
者
の
割
合
、
子
を
欠
く

者
の
割
合
、
平
均
男
子
数
、
平
均
女
子
数
を
、
会
津
藩
と
比
較
し
な
が
ら
示

す
と
表
６
の
よ
う
に
な
る
。
佐
竹
藩
、
南
部
藩
に
比
べ
て
、
会
津
藩
で
は
男

子
数
が
明
ら
か
に
多
く
、
こ
れ
を
背
景
に
男
子
欠
如
の
割
合
が
低
い
。
子
の

数
に
つ
い
て
も
同
様
の
観
察
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

性
比
に
つ
い
て
は
、
会
津
藩
で
は
一
七
世
紀
一
・
四
一
、
一
八
世
紀
前
半

一
・
二
○
、
一
八
世
紀
後
半
一
・
一
二
と
次
第
に
低
下
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
性
比
の
低
下
は
、
間
引
き
の
減
少
や
女
子
の
死
亡
率
の
低
下
に
帰
す
よ

り
も
、
女
子
が
次
第
に
よ
り
正
確
に
系
譜
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
か
ら
説
明
し
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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先
代
と
の
関
係
別
に
み
た
家
系
継
承
者
数
を
、
事
例
数
が
少
な
い
一
○
○
○
石
以
上
を
除
い
て
、
一
七
世
紀
、
一
八
世
紀
前
半
、
一
八
世
紀

後
半
の
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
て
階
層
別
に
示
す
と
、
表
８
の
よ
う
に
な
る
。
一
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
実
子
に
よ
る
継
承
は
石
高
の
高
い
ほ
ど
多

く
、
養
子
あ
る
い
は
婿
養
子
に
よ
る
相
続
は
石
高
の
高
い
ほ
ど
少
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
長
男
相
続
に
限
定
す
る
と
石
高
に
よ
る
違
い

は
不
明
瞭
に
な
る
。
一
七
世
紀
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
逆
に
石
高
が
低
い
ほ
ど
、
実
子
に
よ
る
継
承
お
よ
び
長
男
に
よ
る
継
承
の
割
合
が
高
い
。

向
が
見
ら
れ
る
。

中
間
に
置
い
て
、
最
上
層
に
お
い
て
も
っ
と
も
高
く
、
最
下
層
に
お
い
て
も
っ
と
も
低
い
。
階
層
別
の
序
列
は
、
実
子
に
よ
る
継
承
に
お
い
て

よ
り
明
確
に
な
る
。
養
子
の
割
合
は
、
階
層
が
低
い
ほ
ど
高
く
な
る
。
婿
養
子
に
つ
い
て
も
、
順
序
が
や
や
あ
い
ま
い
に
な
る
が
、
同
様
の
傾

表8 先代との関係別にみた家督継承者

(1) 200石以上1000石未満

先代との関係 17世紀 18世紀前半 18世紀後半

長男

二男以下

養子

婿養子

その他

173 (62.9)

38 （13,8）

23 （ 8.4）

29 (10.5)

12 ( 4.4)

187 (60.5)

53 (17.2)

23 （ 7.4）

26 （8.4）

131 (46.8)

55 (19.6)

24 （8.6）

32 (11.4)

38 (14.6)20 (6.5)

計 275 (100) 309 (100) 280 (100)

＋
(2) 100石以上200石未満

長男

二男以下

養子

婿養子

その他

125 (62.8)

29 (14.6)

16 ( 8.0)

23 （11.6）

6 （3.O)

195 （60.4）

41 (12.7)

33 (10.2)

37 (11.5)

185 (52.3)

43 (12.1)

31 ( 8.8)

63 (17.8)

32 （9.0）17 （ 5.2）

計 199 (100) 323 (100) 354 (100)

(3) 100石未満

長男

二男以下

養子

婿養子

その他

71 (64.5)

19 (17.3)

10 ( 9.1)

8 （7.3）

2 （ 1.8）

160 (54.1)

47 (15.9)

42 (14.2)

34 (11.5)

13 ( 4.3)

149 (48.2)

36 (11.7)

56 (18.1)

57 (18.4)

11 (3.6)

計 110 (100) 296 (100) 309 (100)

表9 先代の男子数17. 18世紀石高階層別

1000石以上200-999石100-199石100石以下

男子数

平均

59 864 876 715

3．338 2．219 1.863 1．527

観
察
す
る
と
、
一
七
・
一
八
世

紀
の
合
算
値
（
表
９
参
照
）
に
つ

い
て
は
、
一
○
○
○
石
以
上
の

三
・
三
四
人
か
ら
一
○
○
石
以

下
の
一
・
五
三
人
に
至
る
明
瞭

な
階
層
差
が
み
ら
れ
、
ま
た
、

表
叩
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一

七
世
紀
、
一
八
世
紀
前
半
、
一

八
世
紀
後
半
の
三
期
に
分
け
た

観
察
に
お
い
て
も
石
高
別
の
順

位
が
保
た
れ
て
い
る
。
一
七
世

紀
に
お
い
て
は
二
○
○
石
以
上

先
代
の
男
子
数
を
石
高
別
に
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表10先代の男子数

(1) 200石以上1000石未満

い
て
は
、
一
○
○
○
石
以
上
の
平
均
五
・
六
四
人
か
ら
一
○
○
石
以
下

の
平
均
二
・
六
六
人
に
至
る
明
瞭
な
階
層
差
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
性
比
は
、
両
端
の
階
層
に
お
い
て
特
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
最
上
層

に
お
け
る
性
比
の
高
さ
は
庶
男
子
の
認
知
に
関
わ
る
も
の
、
第
二
階
層
以
下
に
お
い
て
は
系
譜
記
録
に
お
け
る
女
子
の
欠
落
と
見
倣
す
こ
と
も

で
き
よ
う
。
一
○
○
○
石
以
上
の
階
層
を
除
く
三
階
層
に
つ
い
て
、
一
七
世
紀
、
一
八
世
紀
前
半
、
一
八
世
紀
後
半
の
変
化
を
示
す
と
、
表
岨

の
よ
う
に
な
る
。
い
ず
れ
の
階
層
に
お
い
て
も
、
時
代
が
下
が
る
に
し
た
が
っ
て
性
比
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
間
引
き
の
減
少
と
見
る

よ
り
は
、
記
録
の
正
確
化
と
見
倣
し
た
い
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
比
の
低
下
を
考
慮
す
る
と
、
子
の
数
に
つ
い
て
は

記
録
上
の
数
値
を
鵜
呑
み
に
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も
見
掛
け
上
は
、
上
層
に
お
い
て
増
加
を
、
下
層
に
お
い
て
減
少
を
示

し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
ご
と
に
見
た
階
層
差
も
著
し
い
。
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
信
頼
性
に
お
い
て
や
や
劣
る
と
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、

18世紀前半

309

2．171

17世紀

275

2．189

18世紀後半

280

2．300

男子数

平均

(2) 100石以上200石未満

男子数 199 323

平均 1.889 1.731

354

1．969

(3) 100石未満

霧' 1塁!，
296

1．462

309

1．476

表11先代の子の数17 18世紀石高階層別

100石以下

715

2．661

1．346

1000石以上200-999石100-199石

59 864 876

5．644 4．175 3．459

1．449 1．134 1．167

子の数

子の数

平均

性比

一
○
○
○
石
未
満
と
一
○
○
石
未
満
と
の
間
で
平
均
男
子
数
に
お
い
て

○
・
三
四
人
の
差
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
上
述
の
順
位
を
保
ち

つ
つ
も
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
差
が
○
・
八
二
人
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。

一
○
○
石
未
満
の
階
層
に
お
い
て
は
、
平
均
男
子
数
は
一
七
世
紀
の

一
・
八
五
人
か
ら
一
八
世
紀
後
半
の
一
・
四
八
人
へ
と
減
少
し
て
お
り
、

あ
る
程
度
以
上
の
男
子
数
が
確
保
さ
れ
て
い
た
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
、

実
子
に
よ
る
継
承
に
階
層
差
が
目
立
た
な
か
っ
た
が
、
男
子
数
の
減
少

が
著
し
い
一
八
世
紀
に
お
い
て
顕
在
化
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
実
子
継

承
の
あ
る
程
度
の
実
現
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
男
子
数
の
域
値
の
存

在
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

先
代
の
子
の
数
に
つ
い
て
同
様
の
観
察
を
行
な
う
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。
表
皿
に
示
す
よ
う
に
、
一
七
世
紀
と
一
八
世
紀
の
合
算
値
に
お
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男
子
数
に
お
い
て
観
察
さ
れ
た
結
果
と
合
致
し
て
い
る
。
会
津
藩
に
お
け
る
継
承
が

半後
０
開
田
４
田
妬

己
８
４
０

５
７
１

的
鯉
麹
あ
る
程
度
多
い
男
子
数
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
男
子
の
欠
如
が
あ
る
場
合
に
女
子
が

慨
２
４
Ｌ
３
３
Ｌ
３
２
Ｌ

数
肥

援
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
低
い
階
層
に
お
け
る
婿
養
子
の
多
さ
と
し
て

の
半

現
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
既
に
示
し
た
先
代
と
の
関
係
別
に
み

子
満
前
５
３
８
１
１
４

伽
未
紀
的
脆
遍
満
羽
調
Ⅱ
６
１
７

羽
恥
哩
た
家
督
継
承
者
に
関
す
る
諸
表
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
陥
Ｍ
３
４
Ｌ
未
３
３
Ｌ

石０

測
秘
岬
妬
秘
皿
恥
岬
秘
叫
綱
、
翻
加
（
五
）
変
動
時
期
と
変
動
の
様
相

０

６
１

石
石

一
○
ヵ
年
あ
た
り
の
ケ
ー
ス
数
が
一
○
○
件
以
上
あ
る
の
は
、
一
六
七
一
年
か
ら

Ⅷ
諏
物
朏
州
鋤
物
仙
州
鋤
物
仙
一
八
○
○
年
に
か
け
て
の
一
三
○
年
間
で
あ
る
が
、
こ
の
前
後
の
一
○
年
を
も
加
え

２

て
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
ご
と
に
、
家
督
継
承
の
総
数
、
男
子
を
欠
く
者
の
実
数
と
割
合
、

子
を
欠
く
者
の
実
数
と
割
合
、
長
男
が
継
承
し
た
場
合
の
実
数
と
割
合
、
養
子
が
継
承
し
た
場
合
の
実
数
と
割
合
を
示
す
と
表
過
の
よ
う
に
な

る
。
長
男
の
継
承
が
、
全
体
と
し
て
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
く
の
が
分
か
る
。
他
方
、
養
子
あ
る
い
は
婿
養
子
に
よ
る
継
承
が
、
危
機
に
お

け
る
臨
時
的
な
対
応
を
含
み
つ
つ
、
増
減
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
系
列
の
な
か
で
、
長
男
に
よ
る
継
承
に
関
し
て
大
き
な

減
少
が
観
察
さ
れ
る
の
は
、
一
七
二
一
’
一
七
三
○
年
と
そ
れ
に
続
く
一
七
三
一
’
一
七
四
○
年
の
間
（
急
落
１
）
、
一
七
四
一
’
一
七
五
○
年

と
そ
れ
に
続
く
一
七
五
一
’
一
七
六
○
年
の
間
（
急
落
２
）
で
あ
る
。
急
落
１
お
よ
び
急
落
２
を
含
む
一
七
二
一
年
か
ら
一
七
七
○
年
ま
で
の
五

期
間
に
つ
い
て
、
継
承
者
の
先
代
と
の
関
係
を
詳
細
に
示
す
と
表
Ｍ
の
よ
う
に
な
る
。

急
落
一
に
連
動
し
て
、
養
子
は
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
三
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
へ
、
婿
養
子
は
八
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
六
・
五
パ
ー

セ
ン
ト
へ
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
急
落
二
に
連
動
し
て
、
養
子
は
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
、
婿
養
子
は
三
・

二
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
へ
増
加
し
て
い
る
。
急
落
一
は
、
男
子
欠
如
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

へ
、
急
落
二
は
男
子
欠
如
一
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
と
い
う
変
動
に
対
応
し
て
い
る
。
急
落
１
に
お
い
て
は
、
子
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表13 10カ年毎の観察

先代死亡年

1641-1650

1651-1660

1661-1670

1671-1680

1681-1690

1691-1700

1701－1710

1711－1720

1721-1730

1731-1740

1741-1750

1751-1760

1761-1770

1771-1780

1781-1790

1791-1800

1801-1810

1811-1820

子の欠如

2

7

7 （7.3）

11 ( 8.9)

8 ( 6.0)

10 ( 7.6)

16 ( 8.9)

16 ( 8.6)

16 ( 8.0)

14 ( 6.4)

21 (9.1)

27 (ll.3)

20 （ 8.5）

18 ( 7.9)

10 ( 5.4)

5 （ 4.4）

4 （4.8）

5

28

41

64 （66.7）

79 （64.2）

85 （63.4）

87 （66.4）

120 (66.7)

ll5 (61.5)

125 (62.5)

lll (50.9)

l31 (56.5)

lO7 (44.8)

121 (51.3)

ll9 (52.4)

91 (48.9)

66 （58.4）

42 （48.8）

16

46

71

96 (100)

123 (100)

134 (100)

131 (100)

180 (100)

187 (100)

20() (100)

218 (100)

232 (100)

239 (100)

236 (100)

227 (100)

l86 (100)

ll3 (100)

84 （100）

32

7

8

8 （8.3）

11 (8.9)

1l (8.2)

6 （ 4.6）

20 (11.1)

19 (10.2)

15 ( 7.5)

24 (11.0)

27 (11.6)

40 (16.7)

31 (13.1)

26 (11.5)

15 ( 8.1)

6 （ 5.3）

5 （ 6.0）

2

4

6

11 (11.5)

11 ( 8.9)

14 (10.4)

15 (11.5)

7 （ 3.9）

17 (9.1)

16 ( 8.0)

36 (16.5)

26 (11．2)

37 (15.5)

35 (14.8)

33 （14.5）

30 (16.1)

22 (19.5)

14 (16.7)

5

7

10

ll (ll.5)

20 (16.3)

18 (13.4)

22 (16.8)

26 (14.4)

31 (16.6)

23 (ll.5)

42 (19.3)

39 (16.8)

61 (25.5)

40 (16.9)

43 (18.9)

30 (16.1)

14 (12.4)

9 (10.7)

6

表14先代との関係別にみた家督継承者(1731-1770年、 10年きざみ）

1761-70

121 (51.3)

36 (15.3)

31 (13.1)

35 (14.8)

13 （ 5.5）

236 (100)

1751-60

107 (44.8)

34 （14.2）

40 (16.7)

37 (15.5)

21 ( 8.8)

239 (100)

1741-50

l31 (56.5)

32 (13.8)

27 (ll.6)

26 (ll.2)

16 (6.9)

232 (100)

先代との関係

長男

二男以下

養子

婿養子

その他

1731-40

lll (50.9)

33 (15.l)

24 (ll.0)

36 (16.5)

14 (6.5)

218 (100)

1721-30

125 (62.5)

34 (17.0)

15 ( 7.5)

16 (8.0)

10 ( 5.0)

200 (100)計

（
男
女
計
）
の
欠
如
は
八
・
○
パ
ー
セ

ン
ト
か
ら
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と

む
し
ろ
少
な
く
な
り
、
急
落
２
に
お

い
て
は
、
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら

二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
へ
上
昇
し
て

い
る
。
全
体
的
に
み
て
、
男
子
欠
如

の
場
合
に
比
べ
て
子
の
欠
如
の
変
動

は
緩
や
か
で
あ
り
、
男
子
の
欠
如
に

追
い
込
ま
れ
る
こ
と
は
あ
る
程
度

あ
っ
て
も
、
全
く
の
子
の
欠
如
が
発

生
す
る
こ
と
は
少
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
急
落

２
に
お
い
て
は
、
危
機
的
な
状
況
が

発
生
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

急
落
１
に
お
い
て
は
、
婿
養
子
の
割

合
が
養
子
の
割
合
を
上
回
っ
て
い
る

が
、
急
落
２
に
お
い
て
は
逆
転
す
る

の
で
あ
る
。
男
女
の
子
と
い
う
資
源

の
利
用
に
つ
い
て
、
そ
の
限
界
が
生

じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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大
き
な
減
少
は
、
一
七
九
一
’
一
八
○
○
年
と
そ
れ
に
続
く
一
八
○
一
’
一
八
一
○
年
の
間
（
急
落
３
）
に
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
男
子
数
欠
如
の
割
合
が
上
昇
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ケ
ー
ス
数
が
少
な
い
の
で
確
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
間
に
、
男
子

欠
如
は
二
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
○
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
む
し
ろ
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
八
○
一
’
一
八
一
○
年
に
お
い
て
は
、

二
男
が
継
承
し
た
場
合
が
一
五
ケ
ー
ス
あ
っ
た
。
さ
ら
に
五
男
に
よ
る
継
承
一
件
を
加
え
る
と
、
実
子
に
よ
る
継
承
は
六
九
・
○
パ
ー
セ
ン
ト

に
な
り
、
こ
れ
は
一
八
世
紀
後
半
の
数
値
よ
り
も
む
し
ろ
高
い
く
ら
い
で
あ
る
。
一
八
○
一
’
一
八
一
○
年
の
相
続
ケ
ー
ス
に
お
け
る
先
代
家

督
者
の
平
均
男
子
数
は
、
二
・
一
九
人
で
、
性
比
一
・
一
二
八
が
一
八
世
紀
後
半
と
ほ
と
ん

一
みざき年０１ ７７０２１ ７ １数子男の代先５１表
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ピ
ー
ク
に
達
し
た
後
低
下
す
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
会
津
藩
に
お
い
て
、
子
の
数
が
相
対
的
に
多
い
こ
と
が
、
婿

養
子
と
い
う
継
承
の
形
態
を
、
危
機
を
契
機
と
し
て
そ
れ
以
後
恒
常
化
さ
せ
た
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

会
津
藩
に
お
け
る
婿
養
子
が
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
増
加
し
た
の
か
、
そ
れ
は
、
継
承
の
一
つ
の
か
た
ち
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
あ
く
ま
で
危
機
対
応
の
代
替
措
置
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
婿
養
子
が
先
代
の
男
子
お

表17先代家督者の死亡年齢(1721-1770年． '()年きざみ）

先代家督者の死亡年次

死亡年齢 1721-1730

200

66．7

1731-1740

218

65．7

1741－1750

232

66．6

1751-1760

239

64．4

1761-1770

236

65．2

事例数

平均死亡年齢

に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
て
い
る
。
男
子
数
、
先
代
家
督
者
の
死
亡
年
齢
共
に
、
死
亡
率
上
昇
の
指
標
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
長
男
に
よ
る
継
承
が
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
時
間
差
を
も
っ

て
現
わ
れ
る
か
は
、
よ
り
複
雑
な
経
路
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
死
亡
傾
向
の
変
動
の

果
た
す
役
割
は
明
ら
か
で
あ
る
。
会
津
藩
に
お
け
る
長
男
相
続
の
急
減
期
は
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
の
飢
饅
に

重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
。
秋
田
佐
竹
藩
で
も
同
じ
時
期
に
長
男
相
続
が
急
減
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

同
藩
で
は
元
禄
八
～
九
年
（
一
六
九
五
’
一
六
九
六
）
の
飢
饅
も
長
男
相
続
の
急
減
を
発
生
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
時

の
飢
饅
は
会
津
藩
の
長
男
継
承
の
減
少
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
一
八
世
紀
に
お
け
る
長
男
継
承
の

減
少
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
あ
る
程
度
個
別
的
な
状
況
を
背
景
に
生
じ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
六
）
婿
養
子
の
位
置
付
け

会
津
藩
に
お
い
て
は
、
長
男
に
よ
る
継
承
の
減
少
に
対
応
し
て
、
婿
養
子
に
よ
る
継
承
が
、
一
七
世
紀
九
・
八
パ
ー

セ
ン
ト
、
一
八
世
紀
前
半
一
○
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
八
世
紀
後
半
一
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
加
し
て
い
る
こ
と

が
表
２
か
ら
分
か
る
。
一
七
二
一
’
一
七
三
○
年
と
一
七
三
一
’
一
七
四
○
年
の
比
較
で
は
、
婿
養
子
の
割
合
は
八
・

○
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
へ
八
・
五
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
七
四
一
‐
一
七
五
○
年

と
一
七
五
一
‐
一
七
六
○
年
の
間
で
は
、
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
へ
四
・
三
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
た
。
そ
の
後
、
婿
養
子
の
割
合
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
保
ち
続
け
る
。
こ
の
こ
と
は
養
子
の
割
合
が
一
旦
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よ
び
女
子
の
数
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
発
生
し
て
い
る
か
を
、
一
八
世
紀
前
半
と
後
半
を
比
較
す
る
形
式
で
表
肥
に
示
す
。
先

代
に
一
人
以
上
の
男
子
が
あ
っ
た
場
合
が
、
一
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
四
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
八
世
紀
後
半
で
は
五
四
・
一
パ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
男
子
が
生
存
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
継
承
か
ら
排
除
さ
れ
た
場
合
と
、
継
承
実
現
以
前
に
死

ト
を
占
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、

亡
し
た
場
合
を
含
ん
で
い
る
。

表18先代の子の数別にみた婿養子

による継承ケース

卜汀芋両18世紀前半
計（％）

57 （55.9）

28 （27.5）

13 (12.7)

2 （ 2.0）

2 (2.0)

102 (100)

０
１
２
３
４

２
０
０
０
０

０
１
３
１
０

２
１

８
６
６
０
０

１ ７
６
２
０
１

１ ０
５
２
１
１

男子

ト而芋F工18世紀後半
計（％）

72 （45.9）

49 (31.2)

22 (14.0)

9 （5.7）

5 （3.2）

157 (100)

０
１
２
３
４

０
０
１
０
０

４
８
６
０
０

２
１

０
４
９
７
０

３
１

２
９
４
０
０

１ ６
８
２
２
５

男子

男子数0は、養女婿を意味する。

表19男子1人があったにもかかわらず婿養子を迎えた場合

18世紀後半

36 （73.5）

5 (10.2)

0

3 (6.1)

2 ( 4.1)

3 ( 6.1)

49 (100)

男子の行方

早世（あるいは早世と推定される場合）

婿養子の養子

別系

他家へ養子

出奔

不明

21 (75.0)

l ( 3.6)

3 (10.7)

0

0

3 (10.7)

計

か
か
わ
ら
ず
、
婿
養
子
に

よ
る
継
承
が
行
な
わ
れ
た

場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
内

容
を
示
す
と
表
的
の
よ
う

に
な
る
。
こ
の
男
子
が
早

世
し
た
場
合
、
あ
る
い
は

名
だ
け
が
記
載
さ
れ
て
い

て
早
世
し
た
と
推
定
さ
れ

る
場
合
が
、
一
八
世
紀
前

半
に
お
い
て
も
、
後
半
に

お
い
て
も
大
体
四
分
の
三

を
占
め
、
死
亡
が
も
っ
と

も
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
先

代
の
男
子
が
婿
養
子
の
養

男
子
一
人
が
あ
る
に
も
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子
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
、
一
八
世
紀
前
半
に
一
件
、
後
半
に
五
件
あ
り
、
特
に
後
半
に
は
無
視
で
き
ぬ
形
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
婿

養
子
を
介
し
た
一
種
の
中
継
ぎ
相
続
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
男
子
が
生
存
し
て
い
る
場
合
、
別
系
、
他
家

へ
養
子
、
出
奔
な
ど
が
あ
る
が
、
別
系
は
一
八
世
紀
前
半
の
み
、
他
家
へ
の
養
子
お
よ
び
出
奔
は
一
八
世
紀
後
半
の
み
に
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も

へ
養
子
、
出
奉

数
は
少
な
い
。

ケ
ー
ス
一
一
男
三
歳
で
死
亡
、
二
男
二
歳
で
死
亡
、
三
男
他
家
へ
養
子

ケ
ー
ス
ニ
一
男
二
五
歳
で
死
亡
、
二
男
一
三
歳
で
死
亡
、
三
男
名
の
み
記
載
、
四
男
名
の
み
記
載

ケ
ー
ス
ニ
一
男
二
五
歳
で
死
亡
、
二
男
一
三
歳

ケ
ー
ス
三
一
男
幼
死
、
二
男
幼
死
、
三
男
婿
養
子
の
養
子

ケ
ー
ス
四
一
男
病
死
、
二
男
名
の
み
記
載
、
三
男
名
の
み
記
載

ケ
ー
ス
三
一
男
幼
死
、
二
男
幼
死
、
三
男
幼
死

ケ
ー
ス
四
一
男
幼
死
、
二
男
幼
死
、
三
男
幼
死

一
八
世
紀
後
半
（
一
四
件
中
、
生
存
一
五
名
、
死
亡

ケ
ー
ス
一
一
男
名
の
み
記
載
、
二
男
名
の
み
記

ケ
ー
ス
ニ
一
男
名
の
み
記
載
、
二
男
名
の
み
記

忽
幼
死
、
二
男
幼
死
、
三
男
幼
死

二
男
名
の
み
記

ケ
ー
ス
六

ケ
ー
ス
七

ケ
ー
ス
八

ケ
ー
ス
五
一
男
名
の
み
記
載
、

の
よ
う
に
な
る
。

一
八
世
紀
前
半
（
四
件
中
、
生
存
二
名
、
死
亡
Ⅱ
名
の
み
記
載
を
含
む
Ⅱ
一
二
名
）

男
子
が
三
人
以
上
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婿
養
子
に
よ
る
継
承
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
状
況
を
略
述
す
る
と
以
下

一
男
他
家
へ
養
子
、
二
男
名
の
↓

一
男
出
奔
、
二
男
名
の
み
記
載
、

一
男
幼
死
、
二
男
幼
死
、
三
男
婿
養
子
の
養
子

、
四
男
他
家
へ
養
子

（
一
四
件
中
、
生
存
一
五
名
、
死
亡
三
四
名
）

載
、
三
男
婿
養
子
の
養
子
、
四
男
名
の
み
記
載

二
男
名
の
み
記
載
、
三
男
名
の
み
記
載
、
四
男
名
の
み
記
載
、
五
男
名
の
み
記
載
、

二
男
退
嫡
、
後
、
病
死
、
三
男
刃
傷
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
退
嫡
、
後
、
病
死

二
男
名
の
み
記
載
、
三
男
名
の
み
記
載

三
男
別
系

六
男
名
の
み
記
載
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先
代
に
男
子
が
な
く
、
複
数
の
生
存
女
子
が
あ
っ
た
場
合
に
、
婿
養
子
を
迎
え
る
の
に
年
長
順
が
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
と
、

一
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
三
五
件
中
二
八
件
（
八
○
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
四
一
件
中
二
八
件
（
六
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）

が
年
長
順
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
八
世
紀
後
半
に
、
そ
の
割
合
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
は
、
婿
養
子
が
制
度
と
し
て
精
繊
化
の
過

婿
養
子
を
と
る
こ
と
が
ル
ー
ル
化
し
て
い
る
な
ら
ば
、
一
人
娘
を
婚
出
さ
せ
る
こ
と
な
く
婿
養
子
を
迎
え
る
に
違
い
な
い
。
先
代
に
男
子
が

な
く
女
子
が
一
人
あ
っ
た
と
い
う
組
合
せ
に
お
い
て
、
そ
の
女
子
が
生
存
し
て
い
る
場
合
に
誰
が
家
系
を
継
承
し
た
か
を
調
べ
る
と
表
別
の
よ

う
に
な
る
。
一
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
婿
養
子
を
迎
え
た
の
は
、
六
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
後
半
に
お
い
て
は
五
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に

過
ぎ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
九
件
の
女
子
の
婚
出
が
確
認
さ
れ
る
。
一
八
世
紀
後
半
に
は
、
一
人
娘
が
継
承
者
（
当
代
）
の
養
女
と
な
っ
た
場
合
が
四
ケ
ー

ス
を
数
え
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

ブ
（
》
０

ケ
ー
ス
九
一
男
幼
死
、
二
男
他
家
へ
養
子
、
三
男
他
家
へ
養
子
、
四
男
五
八
歳
で
病
死

ケ
ー
ス
一
○
一
男
幼
死
、
二
男
幼
死
、
三
男
幼
死
、
四
男
婿
養
子
の
養
子

ケ
ー
ス
ニ
一
男
三
歳
で
病
死
、
二
男
三
四
歳
で
病
死
、
妻
離
別
、
三
男
他
家
へ
養
子

ケ
ー
ス
一
二
一
男
名
の
み
記
載
、
二
男
名
の
み
記
載
、
三
男
婿
養
子
の
養
子
、
四
男
別
に
御
奉
公

ケ
ー
ス
一
三
一
男
病
死
、
二
男
幼
死
、
三
男
生
年
の
み
記
載

ケ
ー
ス
一
四
一
男
名
の
み
記
載
、
二
男
名
の
み
記
載
、
三
男
名
の
み
記
載

男
子
が
三
人
以
上
あ
っ
た
場
合
で
も
、
一
八
世
紀
前
半
で
は
そ
の
八
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
死
亡
、
一
八
世
紀
後
半
で
は
六
九
・
四
パ
ー
セ

ン
ト
が
死
亡
し
て
い
る
。
一
八
世
紀
後
半
に
は
、
生
存
す
る
男
子
が
多
い
が
、
そ
の
う
ち
五
人
は
、
婿
養
子
の
養
子
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
三
男
あ
る
い
は
四
男
で
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
婿
養
子
に
よ
る
中
継
ぎ
相
続
が
定
着
し
た
と
い
う
事
情
と
か
か
わ
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
生
存
男
子
一
五
人
中
三
人
が
三
、
四
男
で
あ
る
。
長
男
が
生
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婿
養
子
を
と
っ
た
の
は
二

ケ
ー
ス
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
一
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
長
男
は
他
家
に
養
子
に
出
て
お
り
、
他
の
一
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
出
奔
し
て
い
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一人娘の場合の家系継承者

て
、
東
北
の
諸
藩
の
な
か
で
、
こ
の
藩
の
置
か
れ
た
位
置
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
の
一
つ
に
含
ん
で
い
た
。
こ
れ
ま
で
に
観
察
し
た
盛
岡
南
部
藩
と
秋
田
佐
竹
藩
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
少
な
い

子
の
数
と
い
う
共
通
項
の
下
で
、
実
子
以
外
の
親
族
や
養
子
に
よ
る
継
承
が
多
い
と
い
う
共
通
項
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
継
承
の

発
生
頻
度
は
、
人
口
学
的
あ
る
い
は
文
化
的
差
異
に
対
応
し
て
変
異
を
示
す
の
で
あ
る
。
南
部
藩
と
佐
竹
藩
の
間
に
は
、
前
者
に
お
い
て
僅
か

な
が
ら
の
人
口
学
的
な
有
利
さ
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
同
族
の
関
与
の
相
対
的
な
強
さ
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
大
き
な
差
異
は
な
い
も
の
と

評
価
さ
れ
る
。
会
津
藩
の
場
合
に
は
、
人
口
学
的
に
よ
り
有
利
な
条
件
で
あ
る
生
存
す
る
子
の
多
さ
が
、
実
子
に
よ
る
相
続
の
多
さ
を
含
め
て
、

継
承
者
の
構
造
を
い
く
ら
か
異
な
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
。

表20

18世紀後半

25 （56.8％）

家系継承者

婿養子

養子（同姓）

養子（異姓）

養子（姓不詳）

甥

弟

養女婿

計

残留 20 （62.5％）

婚出

継承者の養女| ， 1

婚出

継承者の養女

不明

５
１
３

4

2

婚出

不明

1 １
１

他家へ養女 l l 1

婚出

継承者の養女

他家へ養女

1

2

1

婚出 ３
｜
“

程
を
た
ど
っ
た
と
は
判
断
し
が
た
い
側
面
を
含
ん
で
い
る
。

以
上
の
検
討
は
、
会
津
藩
に
お
い
て
婿
養
子
の
割
合
が
多
く

な
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
、
長
男

に
よ
る
継
承
と
い
う
原
則
下
に
お
い
て
、
補
完
的
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
婿

養
子
は
養
子
に
よ
る
継
承
に
優
先
さ
れ
る
傾
向
を
有
し
て
い
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
優
先
で
は
な
く
相
対
的
な
選
好

傾
向
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
会
津
藩
に
関
す
る
資
料
の
提
示

と
分
析
は
、
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
と
い
う
時
点
に
お
い

三
お
わ
り
に
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会
津
藩
の
資
料
は
、
家
督
継
承
者
の
時
系
列
的
な
変
化
に
関
し
て
一
○
年
と
い
う
単
位
で
の
観
察
を
可
能
に
し
た
。
長
男
相
続
の
割
合
は
単

純
に
減
少
の
一
途
を
た
ど
る
わ
け
で
は
な
く
、
減
少
と
回
復
の
波
の
な
か
で
の
傾
向
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
飢
饅
の

影
響
と
も
み
ら
れ
る
特
定
時
期
の
死
亡
傾
向
の
上
昇
が
長
男
相
続
の
減
少
の
引
き
金
と
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
の
観
察

は
秋
田
佐
竹
藩
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
減
少
が
生
じ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
一
部
に
は
合
致
、
一
部
に
は
不
一
致
が
あ
る
。
一
八

世
紀
に
お
い
て
引
き
続
い
て
発
生
し
た
飢
鯉
が
相
乗
的
に
作
用
し
て
、
長
男
に
よ
る
継
承
の
割
合
を
低
下
さ
せ
た
と
見
る
の
が
も
っ
と
も
魅
力

的
な
解
釈
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
し
い
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
長
男
に
よ
る
継
承
と
い
う
原
則
は
不
変
と
は
い
え
、
実
際
の
相
続
が

長
男
以
外
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
仕
組
み
が
死
亡
傾
向
の
上
昇
を
介
し
て
発
現
し
た
こ
と
を
秋
田
佐
竹
藩
の
分
析
に
続
い
て
、
本
稿
で
も
示
し

得
た
。
「
家
」
に
お
け
る
非
血
縁
要
素
の
導
入
が
、
死
亡
傾
向
と
い
う
外
在
的
要
因
を
介
し
て
強
化
さ
れ
、
そ
れ
が
「
家
」
原
理
の
中
に
当
然
の

も
の
と
し
て
内
在
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
道
筋
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

婿
養
子
に
よ
る
継
承
の
増
加
は
、
会
津
藩
で
は
、
長
男
相
続
の
減
少
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
増
加
し
て
き
た
。
養
子
に
よ
る
継
承
も
重
要
だ

が
、
危
機
に
お
い
て
増
加
し
た
後
に
急
減
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
婿
養
子
に
よ
る
継
承
が
そ
の
優
先
性
を
示
唆
し
な
が
ら
定
着
し
て
き
た

と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
完
全
な
優
先
性
を
確
保
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
柔
軟
性
と
予
測
不
可
能
性
を
あ
る
程
度
保
ち
な
が
ら
、

長
男
相
続
制
度
下
に
お
け
る
補
完
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

会
津
藩
に
お
け
る
も
っ
と
も
特
徴
的
な
観
察
は
、
階
層
別
の
状
況
で
あ
る
。
長
男
に
よ
る
継
承
の
割
合
が
、
階
層
の
高
さ
に
従
っ
て
高
い
と

い
う
こ
と
、
そ
れ
が
子
の
数
の
多
さ
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
別
の
観
察
を
行
な
う
と
、
少
な
く
と
も

一
七
世
紀
に
お
い
て
は
、
階
層
別
の
差
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
継
承
に
関
す
る
階
層
差
が
明
確
に
な
る
の
は
、
一
八
世
紀
の
こ

と
で
あ
る
。
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
ま
た
、
一
八
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
長
男
あ
る
い
は
実
子
に
よ
る
継
承
の
割
合

が
顕
著
に
少
な
く
な
る
の
だ
が
、
こ
の
減
少
は
死
亡
傾
向
の
上
昇
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
代
の
子
の
数
は
こ
の
間
に
著
し
く
減
少
す

る
こ
と
は
な
い
が
、
下
層
の
階
層
に
お
い
て
子
の
数
が
相
対
的
に
少
な
い
こ
と
が
、
死
亡
の
影
響
を
も
ろ
に
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
釈
す

る
こ
と
は
な
い
が
、
一

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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註参
考
文
献

家
系
の
継
承
に
関
す
る
筆
者
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
関
す
る
報
告
の
一
覧
を
示
す
。

（
１
）
会
津
若
松
市
立
図
書
館
に
は
、
コ
ピ
ー
の
た
め
に
異
例
の
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
。
コ
ピ
ー
作
業
に
関
し
て
は
、
太
田
素
子
氏
（
共
栄

学
園
短
期
大
学
助
教
授
）
の
献
身
的
な
ご
助
力
を
受
け
た
。
ま
た
、
資
料
収
集
に
あ
た
っ
て
は
、
文
部
省
創
成
的
基
礎
研
究
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
社

会
の
人
口
・
家
族
構
造
比
較
史
研
究
」
（
研
究
代
表
者
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
速
水
融
）
の
研
究
分
担
者
と
し
て
研
究
費
を

使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
２
）
坪
内
（
一
九
九
七
）
参
照
。

（
４
）
ち
な
み
に
、
盛
岡
南
部
藩
で
は
、
一

よ
っ
て
記
載
方
法
の
違
い
が
あ
る
。

（
３
）
坪
内
（
一
九
九
四
）
参
照
。

（
４
）
ち
な
み
に
、
盛
岡
南
部
藩
で
は
、
家
督
継
承
年
次
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
先
代
の
死
亡
年
次
が
不
明
の
場
合
が
多
い
と
い
う
よ
う
に
、
藩
に

（
５
）
秋
田
佐
竹
藩
に
お
い
て
は
、
一
六
八
一
’
一
六
九
○
年
と
一
六
九
一
’
一
七
○
○
年
の
間
に
長
男
に
よ
る
継
承
は
六
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら

五
八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
一
○
・
六
ポ
イ
ン
ト
減
少
す
る
が
、
そ
れ
を
補
う
の
が
弟
（
○
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
へ
三
・

○
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）
、
養
子
（
二
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
へ
三
・
二
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）
、
二
男
（
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

か
ら
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
ニ
・
一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）
、
婿
養
子
（
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
へ
一
・
九
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）

等
で
あ
る
。
一
七
二
一
’
一
七
三
○
年
と
一
七
三
一
’
一
七
四
○
年
に
も
、
長
男
に
よ
る
継
承
は
五
八
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
○
・
九
パ
ー

セ
ン
ト
ヘ
七
・
一
ポ
イ
ン
ト
減
少
す
る
が
、
こ
の
場
合
そ
れ
を
補
う
た
め
に
養
子
が
も
っ
と
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
（
一
四
・
八
パ
ー
セ
ン

ト
か
ら
二
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
へ
七
・
九
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）
、
弟
（
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
へ
○
・
八
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）
、

二
男
（
六
・
六
パ
ー
セ
ト
か
ら
七
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
へ
一
・
一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）
の
伸
び
は
や
や
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
婿
養
子
に
い
た
っ

て
は
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
へ
逆
に
四
・
二
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
。
秋
田
佐
竹
藩
に
お
け
る
男
子
数
お
よ
び
子

の
数
の
相
対
的
な
少
な
さ
の
た
め
に
、
利
用
で
き
る
人
的
資
源
が
い
ち
は
や
く
限
界
に
達
し
て
こ
の
現
象
が
見
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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坪
内
玲
子
「
長
子
相
続
制
度
に
お
け
る
補
完
シ
ス
テ
ム
の
比
較
研
究
（
１
）
」
「
龍
谷
紀
要
」
九
巻
二
号
、
一
九
八
七
（
坪
内
玲
子
「
日
本
の
家
族

ｌ
「
家
」
の
連
続
と
不
連
続
』
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
、
一
九
九
二
、
第
Ⅱ
章
一
節
「
南
部
の
婿
養
子
と
首
里
の
血
縁
養
子
」
と
し
て
再
録
）

坪
内
玲
子
「
長
子
相
続
制
度
に
お
け
る
補
完
シ
ス
テ
ム
の
比
較
研
究
（
２
）
」
『
龍
谷
紀
要
」
一
二
巻
一
号
、
一
九
九
○
（
坪
内
玲
子
「
日

本
の
家
族
ｌ
「
家
」
の
連
続
と
不
連
続
」
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
、
一
九
九
二
、
第
Ⅱ
章
二
節
「
那
覇
久
米
村
の
近
親
と
遠
親
」
と
し
て
再

坪
内
玲
子
「
宮
古
島
に
お
け
る
家
系
の
継
承
と
人
口
学
的
要
因
」
『
龍
谷
紀
要
』
一
五
巻
一
号
、
一
九
九
三

坪
内
玲
子
．
七
、
一
八
世
紀
の
南
部
藩
家
臣
に
お
け
る
家
系
の
継
承
Ｉ
長
男
に
よ
る
家
督
相
続
の
少
な
さ
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
『
龍

谷
紀
要
』
一
六
巻
一
号
、
一
九
九
四

坪
内
玲
子
「
鹿
児
島
島
津
藩
に
お
け
る
家
系
継
承
を
め
ぐ
っ
て
」
『
龍
谷
紀
要
』
一
七
巻
一
号
、
一
九
九
五

坪
内
玲
子
「
南
部
藩
家
臣
に
お
け
る
家
系
の
断
絶
」
「
龍
谷
紀
要
』
一
八
巻
一
号
、
一
九
九
六

坪
内
玲
子
「
加
賀
前
田
藩
藩
士
に
お
け
る
家
系
継
承
」
「
龍
谷
紀
要
』
一
八
巻
二
号
、
一
九
九
七

坪
内
玲
子
「
秋
田
佐
竹
藩
藩
士
に
お
け
る
家
系
継
承
ｌ
継
時
的
変
化
を
中
心
に
ｌ
」
『
龍
谷
紀
要
』
一
九
巻
一
号
、
一
九
九
七

（
龍
谷
大
学
家
族
社
会
学
）

録
一
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